
岡山市体験の機会の場の認定等に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成１５年

法律第１３０号。以下「法」という。）第２０条第１項の認定（以下単に「認定」と

いう。）等を市長が行うに当たり，法及び環境教育等による環境保全の取組の促進に

関する法律施行規則（平成２４年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通

省・環境省令第２号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項

を定めるものとする。 

 （体験の機会の場） 

第２条 この要綱において「体験の機会の場」は，当該場として提供される土地又は建物

の全てが市の区域内に含まれる場合に限るものとする。 

 （認定の申請に係る添付書類） 

第３条 施行規則第９条第２項第３号に規定する書面は，法第２０条第４項各号の規定に

該当しない旨の説明書（様式第１号）とする。 

２ 施行規則第９条第２項第４号に規定する書類は，事業実績報告書（様式第２号）とし，

当該事業に係る収支決算書（様式第３号）を添付するものとする。 

３ 施行規則第９条第２項第５号に規定する事業計画書の様式は様式第４号，収支予算書

の様式は様式第５号とする。 

４ 施行規則第９条第２項第６号に規定する書類は，安全の確保を図るための措置に関す

る説明書（様式第６号）とする。 

５ 施行規則第９条第２項第７号に規定する書類は，業務の実施体制に関する説明書（様

式第７号）とする。 

６ 施行規則第９条第２項第１０号に規定する同意書は，事業の実施者の同意書（様式第

８号）とする。 

 （認定等） 

第４条 市長は，認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の内容等が，法第２０条第

１項各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは，認定するものとする。 

２ 法第２０条第６項に規定する通知は，体験の機会の場の認定通知書（参考様式１）に



より行うものとする。 

３ 法第２０条第７項に規定する通知は，体験の機会の場の認定要件に適合しない旨の通

知書（参考様式２）により行うものとする。 

 （変更の届出に係る添付書類） 

第５条 施行規則第１０条に規定する様式第８には，施行規則第９条第１項及び第２項に

掲げる書類のうち変更事項に係る書類を添付するものとする。 

 （認定の有効期間） 

第６条 法第２０条の２第１項に規定する有効期間は，認定日から，認定日から４年を経

過する日の翌日が属する年度の末日までとする。ただし，当該体験の機会の場を提供

する期間が有効期間に満たない場合は，その期間とする。 

 （更新の申請等） 

第７条 施行規則第１１条に規定する申請書の提出は，有効期間の満了する日の３０日前

までに，施行規則第９条第２項に掲げる書類のうち，更新時に修正又は差替え等が必

要となる書類を添付して行うものとする。 

２ 第４条から前条までの規定は，市長が行う有効期間の更新について準用する。この場

合において，第４条第２項中「体験の機会の場の認定通知書（参考様式１）」とある

のは「体験の機会の場の更新認定通知書（参考様式３）」とする。 

 （運営の状況の報告等） 

第８条 施行規則第１２条第１項に規定する報告書の様式は，事業実施状況報告書（様式

第９号）及び収支決算書（様式第３号）とし，認定民間団体等は，毎年５月３１日ま

でに前年度の事業の実施状況等を報告するものとする。 

２ 施行規則第１２条第２項に規定する期間は，認定に係る体験の機会の場で行う事業の

実施状況等を勘案して，その都度市長が定めるものとし，この場合において，認定民

間団体等は，市長が定めた期間の満了日から起算して６０日以内に，事業の実施状況

等を報告するものとする。 

 （事故の報告） 

第９条 認定体験の機会の場で行う事業において，参加者又は実施者の生命又は身体につ

いて被害が発生した事故があった場合には，認定民間団体等は，法第２０条の４第２



項の規定に基づき，事故報告書（様式第１０号）により速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （認定の取消しの通知） 

第１０条 法第２０条の６第２項に規定する通知は，体験の機会の場の認定取消通知書

（参考様式４）により行うものとする。 

 （事務） 

第１１条 この要綱に関する事務は，環境局環境部環境保全課において行う。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

   附 則 

この要綱は，令和２年１月１日から施行する。 


